
れは 1ゞネ′し,先〕争ヒ
―〒ィン7ち .ヾた要ですね」

突然、事業者が訪間してきて「太陽光バネルの点検が

な躁で羹睾髯されたので、太陽光設備を季彗で嚢鶉

する。パネル|こよるず■
=蒙
言が起こつてしヽる」などこ

説明された。後日、事業者が改めてやってきてドローン

を飛ばして点検助飢 事業者|こ「パネル往サーモモニターで

確認したところ赤<なつているので、
今後、太陽光バネルを長期使用する

ため |こ は洗 浄 と

コーティングが必要」
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¥へ右|〕ぬ?l.と言われ、言われる｀′げ V′・・ tがまま約40万円の
萎三
―
をした。ネット

で調べた娘から、

だまされているので

解約をするよう |こ

言われた。事業者

の説明が虚偽なら

撃翁したしヽ。

(80歳代)

太陽光発電システムの

点横商法に注意
7」 r｀ ν 』名だ卜 ●事業者から「太陽光発電システムの点検が義務化された」などと言わりて
V進 鳳、中亀 Jり J颯玉  無料点検を勧められたり、点検を受けた結果、太陽光パネルの洗浄等の~  

高額な契約を迫られたという相談が増えています。

●太陽光発電システムを効率的に、また安全に利用するためには定期的な

点検を行うことが重要ですが、「点検が義務化された」など契約を迫る

セールストークには慎重に対応しましょう。

●「点検は義務」と言われても安易に契約せず、まずは点検の要否を確認

しましょう。よく分からない場合は、設置事業者に相談しましょう。

●太陽光発電システムの点検やメンテナンスの契約をする場合は、その場で

契約せずに複数社から見積もりを取り検討しましょう。

●不安に思った場合は、お住まいの自治体の辣量生はゆンター等にこ`相談

見守るくん   ください(消費者ホットライン]88)。

無料点検に

だまされないで
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